
恵 み 野 西 む つ み 会 規 約
(名 称)

第 1条 この会は、恵み野西むつみ会(以下「この会」)という。
(目 的)

第 2条  この会は、会員相互の親睦と融和を図りつつ福社の向上に努め、協力して、長寿
を慶び合い、明るく、仲良く、楽しい人間関係をつくることを目的とする。

(事 業)

第 3条 この会は、次の
'事

業を行う

(1)月 例集会に関すること。

(2)会員の保健体育、芸能文化、福祉及び広報に関すること。

(3)恵み野地区むつみ会連絡協議会(以下「地区会」という。)に関すること。

(4)意庭市、意庭市老人タラプ達舎会て以下f意者達黛∵う。婢舞も要請されること。

(5)その他必要なこと。

(事務所)

第 4条 この会は、事務所を会長宅に置く。

(会 長)

第 5条  この会は、恵み野西町内会(里美町内会を含む)に居住する住民であること、60歳

以上で別に定める入会手続きを終えた者を会員とする。ただし、60歳未満であって
も、本人の希望により会員とすることができる。

篠 総

第 6条 この会に、次の部及び班を置く。

(1)総務部 (2)会計部 (3)保健体育部 (4)芸能文化部 (5)福祉部 (6)班

2班の区画は、原則として町内の丁目毎とし、必要によりこれを統合又は分割する。

3嚢長は、3月第1例会娼までに、当該業の会:員の中力も選出する。

(役 員)

第 7条 この会に、次の役員を置く。

(1)会長  (2)副会長 2名  (3)総務部長  (4)総務副部長 2名  (5)会計部長

(6)会議轟部長 1名  (7)繰‐鍵体喜部長  (3)繰健難書轟轟長 1名

(9)芸能文化部長 (10)芸能文化副部長 1名 (11)福祉部長

(12)福祉副部長1名 (13)監事2名 (14)班長は各班1名     [2019.4.9]
(役員の選出)

第8条  会長`副会長及び監:事は、役具選考委具会が選考し総会で選出する。
2部長及び副部長は、会長が選考し、会長が委嘱して総会に報告する。
3役員の兼任は妨げない。
4役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

又、役員に欠員が生ユ〕たときは、_直近の役員会で選出す乙
5欠員により補充する役員の任期は、前任者の残任期間とする。 [2019■9]

(役員の任務)

第 9条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、会を代表し会務を総括する。

("副会長は、会長を補佐しt会長に事故が生じたときは、会長が予め指定した

澤:により̀伏燿普ケる。
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(3)部長、副部長は綱則に定める事項とする。
(4)監事は、毎年1回以上、会務を監査すること
(5)班長は、会費の徹収、入会届及び退会層の受理、その他事業に関すること

2会務0分壼は、轡囀こ議員Fで取きめる。
(部員の1配置)

第 10条 部長は、必要により部員を置くことができる。
(願 間)

第 11条 この合に、役員会の掬曲こゆ籠簡を置くこといできれ
〈会 議)

第 12条 この会の会議は、定理総会、饉時総会、役員会、三役会、部会及び養会とする。
(1)定期総会は、毎■1月 に開催し、規約改正、事業報告、決算報告、監査報告、

養鐵輌簾

…

鞘曝種睦、そつ畿螢要事項ほ善需す1私

(2)臨時総会は、会員の3分の1以上の請求があった2き、又は、役員会が必要と
したとき開催する。

(3)役員会は、会長が招集する。
(4)三は 会長織 ‐轟耐黎錮鴨し、会攀 乙
(5)部会は、部長が据集する。
(6)班会は、班長がお集する。                   、

2議長は、総会にあっては役員以外の出席者から選出し、他の会議は招集者とする。
3議決は、出席した番成長0過半数で決し、再否同畷

“

)ときなま議長が決す乱
(経 費)

第 13条 この会の経書は、会費、助成金及

…

とする。
'・  2会 費の額は、総会で決定する。
(壼 弔)

第 14条 会員の誕生月には、例会のさい、記念品を贈り磨滉する。
第 15条 会員が死亡したときは、弔慰金 100Ю円を贈る。
(事業年度)

第 16条 この会あ摯纂輌艶ま 4月1脅から翌年金力31■ までとする。
(個人情報の取扱ιう

第 17条 本会が、意み野西むつみ会0活動を推進するために必要とする、横人情報の取得、
利用、提供及び管理については、別に定めるI歯堕量亘壺2墨会鐘△倍報取扱い方
量■により適正に運用するものけ 4 o薔o.45〕

(事務文書の,il腱●
第 18条 恵み野西むつみ会の役員等が「この会」の為に体成した、常事運営上の関連文書

及びデーターは、役員が交代した場合は、次の役員に引き継ぐものとする〔H30.4.5〕
(事薔文書及びデーターの保紳

第 19条「この会」の、文書の保存年限は下記のとおりとする。
1契約関係、保証書、議案書、会則、役員。会長名簿等重難爛叡滋年間保存す&
2会計関係の一切の帳簿・帳票等は2年間保存するものとする。
3総務賛係文書、定期総針酔朝量歯時総会脅膊噛L投員会の議事録は5年膊保
存するものとす乙
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4 その他の、文書管理及び保存年限は必要に応じて、定例役員会で協議し定期
総会に諮るものとする。 〔H"ム 5〕

(雑 則)

第 20条 この規約揮明文のない事項は、役員会で決する。
第 21条 この会は、恵老連に加盟する事ができる。
(付 則)

この規約は、平成 5年4月 13日 より施行する。
この規約は、平成12年4月 12書一部改正施行する。
この規約は、平成16年4月 3日 一部改正施行する。
この規約は、平成1鮮躍月11日一部改正施行する。
この規約は、平成20年4月 10日 一部改正施行する。
この規約は、平成2年2月 9書一部改正施行する。
この規約は、平成25年2月 5日 一部改正施行する。
この規約は、平成26年4月 10日 二部改正施行する。
この握約は、平成盤年4月 7日一部改正施行する。
この規約は、平減B)自離月 5書一部改正施行する。
この規約は、2019年4月 9日 一部改正施行する。
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